
償却資産申告 

家屋を取り壊したときは、 
届け出を！ 

国民健康保険税納付確認書を郵送 

　市に納付していただいている固定資産税は、「土地」「家屋」「償却資産」に対して課税されてい
ます。償却資産の所有者は、毎年１月１日現在に所有している資産を、１月３１日までに申告していた
だくことになっていますので、忘れずに申告していただきますようお願いします。 
 
◎　償却資産とは、個人、法人を問わず、土地、建物及び無形償却資産以外の事業に使用する資産の
うち、法人税又は所得税の申告で減価償却費として収入から控除される資産で、具体的には構築物、
機械・装置、船舶、航空機、車両及び工具・備品から自動車税や軽自動車税が課税されるものを除
いたものです。 
◎　平成２１年度に償却資産の申告をされた方、市で税務署や保健所を調査し申告の必要があると思わ
れる方は、１２月に平成２２年度用の申告書類一式を送付します。 
　　なお、市から申告書類が届いていない方でも、申告の必要があると思われる方は、ご連絡いただ
ければ申告書を送付します。 
　　また、市で関係機関を調査した結果、申告の必要があると思われる場合は、年度途中でも申告依
頼を送付します。申告の結果、固定資産税が課税される場合は、年度途中の更正となりますので、
２期以降での課税となります。 
◎　固定資産税の償却資産の申告は、法人税や所得税と異なり、耐用期間が経過しても廃棄等される
まで申告の対象となりますのでご注意ください。 
◎　固定資産の償却資産を申告すべき個人の方は、所得税の確定申告において、農業所得、不動産所
得、営業所得として申告された方が対象となります。 
◎　過去に事業を営んでおられた方で現在は廃業している方、他に（親子等も含む）譲渡された方及
び申告する資産がない方、資産の増減がない方もその旨申告していただく必要がありますので、忘
れずに申告してください。 
　税務課（1６４・３１４６）○新 地域振興課（1７５・０２５１）　○揖 地域振興課（1７２・２５２５）○御 地域振興
課（1３２２・１００１） 

　固定資産税・都市計画税の課
税対象である家屋は、１月１日
現在の所有者に対して課税する
ことになっています。 
　そのため、平成２１年中に家屋
を取り壊された所有者の方は、
税務課資産税係または各総合支
所地域振興課までご届け出くだ
さい。 
 
　税務課（1６４・３１４６） 
○新 地域振興課（1７５・０２５１） 
○揖 地域振興課（1７２・２５２５） 
○御 地域振興課（1３２２・１００１） 

　これまで、税務課及び各総合支所地域振興課窓口で発行して
いました国民健康保険税納付確認書を次のとおり郵送します。 
 
◎郵送対象者　平成２１年中に国民健康保険税の納付があった全て
　　　　　　の納税義務者（世帯主宛て） 
◎用　　途　所得税の確定申告及び市県民税の申告 
◎郵送時期　平成２２年１月中旬 
◎郵送方法　ハガキにて郵送 
◎郵送内容　納税義務者の平成２１年中（平成２１年１月１日から
　　　　　　１２月３１日）の国民健康保険税の納付済額 
　詳しくは、税務課若しくは各総合支所地域振興課へお問い合
わせください。 
　税務課（1６４・３１４４）○新 地域振興課（1７５・０２５１） 
　○揖 地域振興課（1７２・２５２５）○御 地域振興課（1３２２・１００１） 

税務課からのお知らせ 税務課からのお知らせ 税務課からのお知らせ 
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都
市
計
画
区
域 

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
の
縦
覧 

有
害
鳥
獣
対
策
に 

つ
い
て
（
シ
リ
ー
ズ
③
） 

市営特定公共賃貸住宅の入居者を募集します。入居者は抽選により決定します。 

　◎申 込 先：本庁都市計画課及び各総合支所地域整備課 
　◎申込受付期間：１月１２日（火）～１月２６日（火） 
　◎抽 選 会：１月２８日（木） 
　◎入 居 時 期：入居許可日から１０日以内 

　都市計画課（1６４・３１６３）○新 地域整備課（1７５・２４３０）　○揖 地域整備課（1７２・７６０３） 
　　　　○御 地域整備課（1３２２・２２４３） 

市営特定公共賃貸住宅 

市営特定公共賃貸住宅入居者募集 市営特定公共賃貸住宅入居者募集 市営特定公共賃貸住宅入居者募集 

　
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
と
は
、
兵
庫
県
が
お
お
む
ね
２０

年
後
の
都
市
の
姿
を
展
望
し
た
上
で
、

主
要
な
土
地
利
用
、
都
市
施
設
に

つ
い
て
の
将
来
像
を
定
め
た
も
の

で
す
。 

　
今
回
、
こ
れ
ら
の
案
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
縦
覧
し
ま
す
。 

◎
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案 

（
中
播
都
市
計
画
区
域
） 

・
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
の
方
針
（
都
市
計
画
区

域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
） 

・
区
域
区
分 

・
都
市
再
開
発
の
方
針 

・
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
の
方

針 ・
防
災
街
区
の
整
備
の
方
針 

（
西
播
磨
高
原
都
市
計
画
区
域
） 

・
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
の
方
針
（
都
市
計
画
区

域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
） 

◎
縦
覧
期
間 

　
１
月
１９
日
c
〜
２
月
２
日
c 

◎
縦
覧
場
所 

　
県
都
市
計
画
課
、
市
都
市
計
画

課
及
び
各
総
合
支
所
地
域
整
備
課 

　
な
お
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

◎
意
見
提
出
先 

▼
県
都
市
計
画
課
（
1

０
７
８
・

３
６
２
・
３
５
７
８
） 

　
今
回
は
、
有
害
鳥
獣
の
中
で
も

特
に
農
作
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
鹿

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

　
鹿
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
）
は
草
食
性

の
動
物
で
ほ
と
ん
ど
の
植
物
の
葉
、

樹
皮
、
根
や
果
実
を
食
べ
ま
す
。 

　
主
に
夜
に
活
動
し
、
１．５ 
m
程
度

の
ジ
ャ
ン
プ
力
が
あ
り
急
な
斜
面

も
登
れ
ま
す
。
自
己
防
衛
と
し
て

は
柵
の
設
置
が
有
効
的
手
段
で
す

の
で
紹
介
し
ま
す
。 

①
金
網
柵
　
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
容

易
で
耐
久
性
が
高
い
反
面
、
設

置
経
費
が
か
さ
み
ま
す
。
高
さ

を
１．８ 
m
以
上
、
網
目
を
１５ 
cm
以

下
に
す
る
と
効
果
的
で
す
。 

②
ネ
ッ
ト
柵
　
経
費
が
比
較
的
安

価
で
す
が
、
耐
久
性
が
低
く
噛

み
切
ら
れ
た
り
破
ら
れ
や
す
い

で
す
。
網
目
を
小
さ
く
す
る
と

効
果
的
で
す
。 

③
電
気
柵
　
経
費
が
比
較
的
安
く

容
易
で
す
が
、
草
刈
り
等
の
漏

電
防
止
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
高
さ
を
１.５
ｍ

以
上
、
網
を
４
段
張
り
以
上
に

す
る
と
効
果
的
で
す
。 

　
コ
ス
ト
や
施
行
面
も
重
要
な
要

素
な
の
で
施
行
前
に
十
分
検
討
し

て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
次
回
は
「
イ
ノ
シ
シ
に
つ
い
て
」

掲
載
し
ま
す
。 

▼
農
林
水
産
課
（
1

６４
・
３
１
５
７
） 
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